
公表日
発注予
定時期

発注課
契約名(業務/物

品名)
業務内容

履行期間
(履行期限)

契約方法 選定基準 公表日 契約日 契約相手方
契約金額又は
支払予定額
（円）

契約相手方とした理由 備考

R8.4.1 R8.4 環境上下水道課
早島町指定ごみ
袋等の配達業務
委託

町指定ごみ袋等取
扱所からの注文に
応じて町指定ごみ
袋等の配達を行う。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

626,780

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 環境上下水道課
雑びん色別選別
作業委託

リサイクルごみとし
て回収された雑び
んを色別に選別し、
リサイクル業者が
引き取ることができ
る状態にする。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

1,010,724

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 環境上下水道課
不燃物分別作業
委託

最終処分場に搬入
された不燃ごみをリ
サイクルごみと埋め
立てごみに分別す
る。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

4,056,690

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 生涯学習課
ぞうさん広場植
栽管理業務委託

ぞうさん広場の植
栽管理等を行う。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

398,970

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 生涯学習課

いぶき荘・早島
西コミュニティセ
ンター清掃業務
委託

いぶき荘・早島西コ
ミュニティセンター
の清掃等を行う。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

141,524

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 こども未来課
春休み自主学習
スクールに伴う
労働者派遣契約

春休み自主学習ス
クール指導補助

R8.4.1～
R8.4.4

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

39,950

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 こども未来課

留守家庭児童会
早朝児童受入業
務に伴う労働者
派遣契約

留守家庭児童会早
朝児童受入

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

94,168

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.11 生涯学習課
早島町コミュニ
ティハウス草刈
伐採等業務委託

さつき荘・いぶき
荘・早島西コミュニ
ティセンター周辺の
草刈伐採等を行う。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.9 生涯学習課
 町民総合会館
周辺除草等業務
委託

 町民総合会館周辺
除草等業務の除草
等の管理を行う。

契約日～
Ｒ9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.9 生涯学習課
 町民総合会館
周辺植栽管理業
務委託

 町民総合会館周辺
の植栽管理業務を
行う。

契約日～
Ｒ9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.9 生涯学習課
 中央公民館周
辺植栽管理業務
委託

 中央公民館周辺の
植栽管理業務を行
う。

契約日～
Ｒ9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4 学校教育課
小学校早朝児童
受入事業に伴う
労働者派遣契約

小学校の早朝児童
受入業務に必要な
スタッフの派遣

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

1時間当たり
1,160円

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.4 建設課
早島町駅前施設
等管理業務委託

早島駅及び久々原
駅周辺施設の管
理、放置自転車整
理を行う。

契約日～
R9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.4.1

公益社団法人
早島町シル
バー人材セン
ター

1,579,733

町内に拠点を有する高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律第37条
に規定するシルバー人材センター
であり、町内の高齢者の雇用促進
に寄与するものであるため。

R8.4.1 R8.6 建設課
早島町内植栽管
理業務委託

町内の植栽の剪定
等の管理を行う。

契約日～
Ｒ9.3.31

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R8.7 総務課
早島町議会議員
選挙事務補助員
派遣業務委託

早島町議会議員選
挙の期日前投票所
における選挙事務
補助員の派遣

契約日～
R8.822

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

R8.4.1 R9.3 総務課

岡山県議会議員
選挙期日前投票
所選挙事務補助
員派遣業務委託

岡山県議会議員選
挙の期日前投票所
における選挙事務
補助員の派遣

契約日～
R7.4上旬

随意契約（地方自
治法施行令第167
条の2第1項第3
号）

・町内に所在し、円滑に業務
の履行が行えること。
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に該当する団
体、施設であること。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の発注見通しおよび契約の締結状況

発注見通し 契約締結後の公表


